
ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの

お知らせ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

下記の対象者に限り、無料で接種することができます。 

予診票をなくされた方は、再発行をしますので窓口又はお電話にてお問い合わせください。 

 

          

生後２か月～５歳未満の乳幼児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヒブはヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型という細菌による感染症です。 

 名前は似ていますが、主に冬場に流行するインフルエンザのウイルスとは全く別のものです。 

 せきやくしゃみにより感染し、そのほとんどは症状を起こすことはありませんが、一部の人で菌が

血液中に入り込み、髄膜炎や肺炎などの全身症状や、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などを起こします。 

乳児期に感染しても抗体（免疫）ができないので、繰り返し感染することがあります。 

年間 600 人くらいの子どもがヒブ髄膜炎にかかっており、約５％が死亡し、約 25％に発達障害や

聴力障害、てんかんなどの後遺症が残ります。 

 生後 3か月から 5歳未満（特に 2歳未満）にかかりやすいので注意が必要です。 

 

 

 

 細菌による感染症です。 

 せきやくしゃみなどにより感染し、多くの子どもがのどや鼻に保菌しています。体力や抵抗力が落

ちたときなどに、菌が体内に入り込んで、年間 200 人くらいが細菌性髄膜炎を発症し、その他に菌

血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を起こすこともあります。 

 肺炎球菌性の髄膜炎になった人のうち、約 40％の子どもが水頭症、南朝、発育障害などの後遺症

が残ったり死亡したりしています。 

 生後 3か月から 5歳未満にかかりやすいので注意が必要です。 

 

 

 

 

◎主な副反応（※一時的なもので数日で焼失します） 

●注射部位にみられる症状 ：・発赤 ・硬結（硬くなること） ・腫脹（腫れ） ・疼痛 

●全身にみられる症状：・発熱（37.5℃以上）・不機嫌・異常号泣 ・下痢、嘔吐・食欲減退など 

◎重大な副反応 

１）ショック、アナフィラキシー様症状 ※接種後 30 分以内に起こる激しい全身反応。蕁麻疹、呼

吸困難、血管浮腫等 

２）血小板減少性紫斑病 

３）けいれん 

 

 

 

 

 

 

接種間隔 

接種対象者 

ヒブ（Hib）ってどんな病気？ 

接種場所 

指定の医療機関（裏面参照） 

副反応について 

生後２か月から 

小児用肺炎球菌ってどんな病気？ 

☆ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種は、B 型肝炎予防接種等と同時接種が可能です。 

詳しくは接種を希望される医療機関へお問い合わせください。 



 

 

 

接種を受けることができない人 接種を受ける際に注意が必要な人 

① 明らかに発熱（37.5℃以上）してい

る者 

② 重篤な急性疾患にかかっていること

が明らかな者 

③ 当該疾病に係る予防接種の接種液の

成分によって、アナフィラキシーを呈

したことが明らかな者 

④ その他、医師が不適当な状態と判断し

た場合 

① 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害な

どの基礎疾患のある者 

② 予防接種で、接種後２日以内に発熱のみられた者及

び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したこ

とがある者 

③ 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギ

ーを呈するおそれのある者 

④ 過去にけいれん（ひきつけ）を起こした者 

⑤ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者

に先天性免疫不全症の者がいる者 

 

 

 

① お子さんの体調はよいですか。当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、普段と変わ

ったところがないことを確認しましょう。 

② この通知書を読みましたか？必要性、効果及び副反応などを理解していますか。 

③ 母子手帳は持ちましたか。 

④ 予診票の記入はすみましたか。 

 

 

 

 

① 予防接種を受けた後３０分後は、急な副反応がおこることがあります。 

医療機関で様子を観察しましょう。 

② 予防接種した当日は入浴は差し支えありません。 

注射部位は清潔に保ち、強くこすったり、激しい運動をすることはやめましょう。 

③ 気になる症状がみられた場合は、接種医に相談してください。 

④当日は激しい運動は避けましょう。 

 

 

 

 

予防接種法に基づく定期の予防接種を、本町が契約している医療機関において接種し、万が一健康

被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認められた場合は、救済を受

けることになります。 

 

 

 

 

  
 
 

医療機関名 住所 電話番号 

みんなの診療所 龍郷町中勝字松下 476-1 62-5010 

鹿児島県立大島病院 名瀬真名津町１８－１ ５２－３６１１ 

政小児科内科医院 名瀬柳町４－４３ ５２－００１７ 

奄美中央病院 名瀬長浜町１２－２４ ５２－６５６５ 

ファミリークリニックネリヤ 名瀬和光町３１－１４ ５７－７１７７ 

むかいクリニック 名瀬小浜町２４－１０ ５５－１７７７ 

かずや内科 名瀬平松町５３２ ５３－６０２０ 

朝沼クリニック 名瀬石橋町７－１ ５５－１５５５ 

つばたクリニック 

※肺炎球菌のみ実施 
名瀬久里町９－２ ５７－７７７１ 

ファミリークリニックネリヤ 名瀬和光町３１－１４ ５７－７１７７ 

記念クリニック 奄美市笠利町節田１４５０－１ ５５－２２７１ 

笠利病院 奄美市笠利町中金久１２０ ５５－２２２２ 

他の医療機関等で接種を希望する場合は、役場子ども子育て応援課までお問い合わせ下さい。 

 

予防接種不適当者・予防接種要注意者 

健康被害救済制度について 

予防接種を受けに行く前に確認を 

★主な接種医療機関一覧★ 
※ワクチンの準備がありますので、必ず予約をしてから受診してください。 

接種を受けた後の注意事項 

お問い合わせ先：龍郷町役場 子ども子育て応援課 ６９-４５５５（予防接種係） 


